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木更津市国民健康保険税率改定計画 新旧対照表 

 

第２ 本市の国民健康保険の現状 

改訂箇所 新（令和８年２月改訂） 旧（令和７年２月改訂） 改訂理由 

２ページ 

１．被保険者数 

図表１ 

令和７年度の被保険者数を追加  図表整理 

２ページ 

２．財政収支等の状況 

図表２ 

平成２８年度決算を削除し、令和６年度決算を追

加 

 図表整理 

３ページ 

３．保険税の賦課方法 

１行目 

本市の賦課方式（医療保険分）は、 本市の賦課方式（医療分）は、 文言整理 

３ページ 

３．保険税の賦課方法 

図表３ 

令和７年度の保険税率及び限度額に変更 

 

 図表整理 

３ページ 

４．保険税の収納率 

２行目 

年々収納率が向上し、 年々収納率が上昇し、 文言整理 

３ページ 

４．保険税の収納率 

図表４ 

令和元年度収納率を削除し、令和６年度収納率を

追加 

 図表整理 

４ページ 

５．一人当たりの医療費 

図表５ 

・令和６年度の木更津市の一人当たりの医療費を

追加 

・令和５年度の千葉県及び全国の一人当たりの医

療費を追加 

 

 図表整理 
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第３ 保険税率の決め方 

改訂箇所 新（令和８年２月改訂） 旧（令和７年２月改訂） 改訂理由 

５ページ 

１．被保険者数等の見通し 

①将来推計人口 

１行目 

総人口は横ばいで推移するものの２０歳未満人口

が減少し、 

総人口は横ばいで推移するものの未成年人口が減

少し、 

文言整理 

５ページ 

１．被保険者数等の見通し 

①将来推計人口 

図表６ 

図表６に令和７年１０月１日時点の木更津市住民

基本台帳人口を追加 

 図表整理 

５ページ 

１．被保険者数等の見通し 

①将来推計人口 

図表６ 出典 

 

令和５年度～令和７年度  木更津市住民基本台

帳人口（１０月１日時点） 

令和５年度・令和６年度  木更津市住民基本台

帳人口（１０月１日時点） 

文言整理 

６ページ 

１．被保険者数等の見通し 

②被保険者数の見通し 

図表７ 

 

図表７に令和７年１０月１日時点の被保険者数を

追加 

 図表整理 

９ページ 

５．本市における保険税率の今

後のあり方 

図表１１ 

区分：子ども分を追加 

年度：平成３０年度及び令和８年度を追加 

 図表整理 

１０ページ 

５．本市における保険税率の今

後のあり方 

図表１２ 

区分：子ども分を追加 

年度：令和元年度を削除し、令和８年度を追加 

 図表整理 
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改訂箇所 新（令和８年２月改訂） 旧（令和７年２月改訂） 改訂理由 

１０ページ 

５．本市における保険税率の今

後のあり方 

１～２行目 

 

 令和６年度において、千葉県が公表している市

町村標準保険税率が著しく引き上げられたことか

ら、 

 令和６年度において、千葉県が公表している市

町村標準保険税率が著しく上昇したことから、 

文言整理 

１１ページ 

５．本市における保険税率の今

後のあり方 

図表１３ 

 千葉県が令和８年度市町村標準保険税率（市町

村算定方式）を策定したことにより、図表１３を

改定（子ども分を追加） 

 図表改定 

１１ページ 

５．本市における保険税率の今

後のあり方  

１～３行目 

 

 令和８年度については、目標の最終年度である

令和１１年度までに４年度ありますので、千葉県

が策定する市町村標準保険税率との差をそれぞれ

４分の１ずつ近づけるよう税率を改定します。 

 令和７年度については、目標の最終年度である

令和１１年度までに５年度ありますので、千葉県

が策定する市町村標準保険税率との差をそれぞれ

５分の１ずつ近づけるよう税率を改定します。 

文言整理 

１１ページ 

５．本市における保険税率の今

後のあり方 

６～１１行目 

 仮に、令和８年度市町村標準保険税率が、 

 ・医療分  所得割率 8.20％ 

       均等割額 18,000円 

       平等割額 22,000円 

 ・支援金分 所得割率 2.80％ 

       均等割額 16,000円 

 ・介護分  所得割率 2.20％ 

       均等割額 20,000円 

 ・子ども分 所得割率 0.40％ 

       均等割額 2,000円 

       １８歳以上均等割額 200円 

のとおり、改定された場合は、図表１４のとおり

改定計画を改めます。 

 

 仮に、令和７年度市町村標準保険税率が、 

 ・医療分  所得割率 8.60％ 

       均等割額 20,000円 

       平等割額 24,000円 

 ・支援金分 所得割率 3.00％ 

       均等割額 16,000円 

 ・介護分  所得割率 2.40％ 

       均等割額 18,000円 

 のとおり、改定された場合は、図表１４のとお

り改定計画を改めます。 

文言整理 
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改訂箇所 新（令和８年２月改訂） 旧（令和７年２月改訂） 改訂理由 

１２ページ 

５．本市における保険税率の今

後のあり方 

図表１４ 

 図表１３で保険税率を改定し、また、仮定の税

率等を変更したため図表１４を改定（子ども分を

追加） 

 図表改定 

 

第４ 財政調整基金の取扱い 

改訂箇所 新（令和８年２月改訂） 旧（令和７年２月改訂） 改訂理由 

１３ページ 

１．財政調整基金の繰入れ 

９行目 

 

 広域化後は、医療費の全額が千葉県から普通交

付金として交付されることとなりましたので、赤

字になる最大要因はなくなり、保険税の収納率も

年々向上していることから令和元年度以降は黒字

になっており、歳入と歳出の差額である決算剰余

金を基金に積み立てています。 

 

 広域化後は、医療費の全額が千葉県から普通交

付金として交付されることとなりましたので、赤

字になる最大要因はなくなり、保険税の収納率も

年々上昇していることから令和元年度以降は黒字

になっており、歳入と歳出の差額である決算剰余

金を基金に積み立てています。 

文言整理 

１３ページ 

１．財政調整基金の繰入れ 

図表１５ 

令和６年度 積立額 

 

102,379,643円 102,274,563円 令和７年２月に

計画を改訂した

後に、基金利子

105,080円を繰

り入れたことに

よる 

 

１３ページ 

１．財政調整基金の繰入れ 

図表１５ 

令和６年度 増減額 

▲74,464,357円 ▲74,569,437円 令和７年２月に

計画を改訂した

後に、基金利子

105,080円を繰

り入れたことに

よる 
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改訂箇所 新（令和８年２月改訂） 旧（令和７年２月改訂） 改訂理由 

１３ページ 

１．財政調整基金の繰入れ 

図表１５ 

令和６年度 年度末残高 

408,307,761円 408,202,681円 令和７年２月に

計画を改訂した

後に、基金利子

105,080円を繰

り入れたことに

よる 

 

１３ページ 

１．財政調整基金の繰入れ 

図表１５ 

令和７年度 年度初残高 

 

408,307,761円 408,202,681円 令和６年度年度

末残高の訂正に

よる 

１３ページ 

１．財政調整基金の繰入れ 

図表１５ 

令和７年度 積立額 

 

17,853,610円  令和６年度決算

余剰金のうち、

基金積立額の計

上による 

１３ページ 

１．財政調整基金の繰入れ 

図表１５ 

令和７年度 取崩額 

 

117,806,000円 224,983,000円 令和８年３月補

正予算による 

１３ページ 

１．財政調整基金の繰入れ 

図表１５ 

令和７年度 増減額 

 

 

▲99,952,390円 ▲224,983,000円 積立額の増額及

び取崩額の減額

による 
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改訂箇所 新（令和８年２月改訂） 旧（令和７年２月改訂） 改訂理由 

１３ページ 

１．財政調整基金の繰入れ 

図表１５ 

令和７年度 年度末残高 

 

308,355,371円 183,219,681円 積立額の増額及

び取崩額の減額

による 

１３ページ 

１．財政調整基金の繰入れ 

図表１５ 

 

令和８年度を追加し、令和８年度当初予算（案）

時点における年度初残高、取崩額、増額額及び年

度末残高を記載 

 図表整理 

１３ページ 

１．財政調整基金の繰入れ 

図表１５ 備考 

 

令和７年度取崩額 令和８年３月補正予算 

令和８年度取崩額 令和８年度当初予算（案） 

令和６年度取崩額 令和７年３月補正予算 

令和７年度取崩額 令和７年度当初予算（案） 

文言整理 

１４ページ 

２．今後の財政調整基金の考え

方 

１３～１６行目 

 図表１１のとおり、千葉県に支払う納付金は年

度平均で約３４億５千万円であり、その２割分は

約６億９千万円となります。そのため、原則とし

て、基金残高が６億９千万円を上回る場合には、

その金額を保険税で賄うべき収入に充当し、保険

税率を決定するものとします。 

 

 図表１１のとおり、千葉県に支払う納付金は年

度平均で約３５億円であり、その２割分は約７億

円となります。そのため、原則として、基金残高

が７億円を上回る場合には、その金額を保険税で

賄うべき収入に充当し、保険税率を決定するもの

とします。 

年度平均が変更

したため 

１４ページ 

２．今後の財政調整基金の考え

方 

１７～２０行目 

 令和６年度以降は県内保険税率の統一化に向け

て、この改定計画で示した保険税率を設定するこ

ととしますが、令和６年度は令和５年度と比較す

ると急激に市町村標準保険税率が引き上がったた

め、改定計画で示した保険税率を設定しつつ、基

金を充当することで納める保険税額が急激な増額

にならないように配慮します。 

 

 令和６年度以降は県内保険税率の統一化に向け

て、この改定計画で示した保険税率を設定するこ

ととしますが、令和５年度と比較すると急激に市

町村標準保険税率が上昇したため、改定計画で示

した保険税率を設定しつつ、基金を充当すること

で納める保険税額が急激な増額にならないように

配慮します。 

文言整理 
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改訂箇所 新（令和８年２月改訂） 旧（令和７年２月改訂） 改訂理由 

１４ページ 

２．今後の財政調整基金の考え

方 

２４～２５行目 

 そのため、基金を使いきった場合には、保険税

率の設定を前倒しすることで、必要な保険税収入

額に不足が生じないよう保険税率を改定すること

とします。 

 

 そのため、基金を使いきった場合には、保険税

率の設定を前倒しすることで、必要な保険税収入

額に不足が生じないよう保険税率を設定すること

とします。 

 

文言整理 

 


